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ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾌʵফඅऀܖ๏ʹࢭࠩͮ͘جٻʵ

不動産賃貸事業者が使用する契約書に記載
されている、更新料支払条項及び契約ऴྃޙ
に明しがした場合の損害賠償の༧定を
定めた条項は、消費者契約法９条１号及び10
条により無ޮであるとして、適格消費者団体
が、契約のਃ込Έຢはঝの意ࢥ表ࣔのఀ止
及び契約書用ࢴのഁ棄等を求めた事Ҋの߇訴
৹において、ݪ৹を相当とし、֤条項は無ޮ
であると認めることはできないとして、߇訴
を棄却した事例ʢ౦ࡋߴژ.ฏ25年３݄28
日判ܾ.棄却.֬定.判例࣌ใ2188号57ทʣ

1 　事案の概要

適格消費者団体̭ʢݪ告ʣは、不動産事業
者̮ʢඃ告ʣに対し、Ҏ下の条項は、消費者
契約法９条１号及び10条にن定する消費者契
約の条項に当たり無ޮであるとして、契約の
ਃ込Έຢはঝの意ࢥ表ࣔのఀ止及び契約書
用ࢴのഁ棄ฒびにͦれらをै業員に周知・ప
ఈさせるા置を求めてఏ訴したɻ
ᾇ　更新料ʢ７条ʣ

ᶃ賃借人は、賃貸人が当該契約を借地借Ո
法38条のن定する定期借Ո契約とせͣ、契
約期間ຬྃ࣌において、賃貸人に正当事༝
がなけれ賃借人が契約ܧଓをબするこ
とができるී通借Ո契約をબしたことを
֬認した্で、賃借人は、賃貸人に対して、
当該બݖを行使した場合には、બݖ行
使対Ձとして、更新ޙの賃貸借契約におけ
る賃料等の１か݄分を支払͏ɻʢ１項ʣ
ᶄ前項の金員の支払໊は更新料とし、賃

貸人と賃借人は、更新料が࣮質తには新た
な契約期間にΘたる前払賃料であり、新た
な契約期間内に賃貸人の責にؼすから͟
る事༝によって契約がऴྃした場合でも、
賃貸人が賃借人に更新料の一部をฦؐする
ඞ要のないことを֬認したɻʢ２項ʣ
ᶅ更新料については、所定の契約期間ʢ２
年間ʣܦաのࡍに、ͦの都にൃ生するも
のであって、賃借人は、賃貸人に対して、
契約が法定更新された場合でも、当該期間
աの都更新料を支払͏ɻʢ３項ʣܦ

ᾈ　明しԆによる使用損害金ʢ23条ʣ
賃借人が賃借物件の明しをԆした場

合には、賃借人は、賃貸人に対して、契約
ऴྃ日のཌ日から明しྃ日·での期間
について、賃料等相当ֹの２ഒ相当の使用
料相当損害金を支払͏ɻただし、賃借人は
当該使用料相当損害金とผに賃料を支払͏
ඞ要はないɻʢҎ下、্記ᾈを「本件ഒֹ
賠償༧定条項」とい͏ɻʣ
なお、̮は、差止請求ޙに、契約条項を্

記のよ͏にվగしており、ͦのޙ更新料に関
する条項ʢᾇのᶄʣから「更新料が࣮質తに
は新たな契約期間にΘたる前払賃料であり、」
との記載を除しているɻʢҎ下、除ޙの
条項を「本件更新料支払条項」とい͏ɻʣ

一৹は̭の請求を棄却し、̭が߇訴したɻ

 2 　判ܾの要ࢫ

訴を߇判所は、次のとおり判ࣔし、̭のࡋ
棄却したɻ

ద֨ফඅऀஂମʹΑΔফඅऀܖ๏��ʹߋͮ͘ج৽
ྉࢧ߲のࢭࠩ༺Ίٻ͕٫͞غΕͨྫࣄ

（౦ߴژ判 ฏ2�・�・2� 判例࣌報21��-��）　金子.寛司
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ᾇ　本件更新料は、賃貸借契約をܧଓするこ
との対Ձとして支払Θれるものとされている
ものであり、賃貸借契約をܧଓするબݖの
行使自体は賃借人のݖ利の行使であったとし
ても、ͦれによって賃借人において賃貸借契
約のܧଓをબする利ӹが۩体Խするもので
あることにはมΘりはないから、ͦの対Ձを
支払͏き理༝がないとはいえないɻ

本件更新料のֹは賃料のֹ、賃貸借契約が
更新される期間等にরらして特にֹߴにա͗
るなͲの特ஈの事があるとはいえͣ、本件
更新料条項を締結するについて、賃貸人と賃
借人との間に、ใの質及びྔฒびに交ব力
の格差がଘࡏすることをӐΘせる事は認め
られないɻ

したがって、本件更新料支払条項について
は、消費者契約法10条にい͏「ຽ法１条２項
にن定する基本ݪଇに反して消費者の利ӹを
一ํతに害するもの」には当たらないと解す
るのが相当であるɻ

なお、本件更新料は、賃貸借契約をܧଓす
ることの対Ձとして支払Θれるものであるか
ら、契約期間ຬྃ前に賃貸借契約がऴྃした
場合に、これをฦؐしないことが消費者契約
法９条１号に該当するとも認められないɻ
ᾈ　本件ഒֹ賠償༧定条項の対となる損害
は、賃借人が賃借物件のฦؐ義務をཤ行せͣ
に使用をܧଓすることによってॳめてൃ生す
るものであって、契約の解除࣌においては、
損害ൃ生の有無自体が不明なものであるɻし
たがって、本件損害賠償༧定条項を、消費者
契約法９条１号にن定する消費者契約の解除
に͏損害賠償のֹを༧定しຢは違約金を定
める条項であると解することは相当でないと
い͏きであるɻ

本件ഒֹ賠償༧定条項の適用によって賃借
人に生͡る不利ӹのൃ生の有無及びͦの範囲
は、賃借人自の行為によってࠨӈされるも

のであるɻ賃借人が明しをした場合、
賃貸人は当該త建物をଞに賃貸して収ӹを
্͛ることができなくなる΄か、賃借人との
交বや明し訴ুのఏ੍ࣥڧ、ى行なͲに要
する費用のෛ担のൃ生なͲの損害がൃ生する
ことが容қに定されること、本件ഒֹ賠償
༧定条項の༧定するతのための使用料相当
損害金には、明し義務ཤ行のଅਐの機を
有するための違約金としての要ૉもؚ·れる
ことなͲをྀߟすれ、本件ഒֹ賠償༧定条
項において使用料相当損害金のֹを賃料等の
２ഒと定めることは、ֹߴにա͗るとか、ಉ
条項のత等にরらしてߧۉをࣦするとい͏
ことはできͣ、不当であるとはいえないɻ
ᾉ　Ҏ্によれ、ݪ判ܾは相当であって、
本件߇訴は理༝がないから、これを棄却するɻ

ʢ本件では΄かに、「特ผ損害賠償条項ʢ明
しのԆにより賃料等の１か݄分相当ֹを্
ճる損害がൃ生した場合、さらに特ผ損害の
賠償をするとの条項ʣ」についても無ޮとは
認められないとされているɻʣ

� 　まとΊ

本件においてߴ等ࡋ判所は、一৹の判ܾを
֓Ͷ引用し、更新料支払条項、ഒֹ賠償༧定
条項は、消費者契約法９条１号、10条には該
当しないとの判அをࣔしているɻ建物賃貸借
契約をめぐり、契約条項の有ޮੑ等について
が૪Θれることもあるが、本件では、更新料
にる࠷判ฏ23・７・15ʢ3&5*083�119ʣも引
用し、࣮務の࣮ଶも౿·えた判அがࣔされて
おり、࣮務্もߟࢀになるものとࢥΘれるɻ

なお、ഒֹ賠償༧定条項については、大ࡕ
判ฏ25・10・17ʢ3&5*0100�130ʣにおいてߴ
も消費者契約法９条ຢは10条には該当しない
との判அがࣔされておりซせてࢀরされた
いɻ

（調査研究部次）
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ೖした建売住の賃貸をґཔしたとこߪ
Ζ、٬付ଆ媒介業者のै業員が、誤って排水
ポンプの電源をམとしたため生͡た地下室の
浸水事故に͏買主の損害につき、当該事故
は建物の瑕疵によるものとして建物施工業者
の不法行為責任、浸水事故の直接ݪҼを࡞出
した媒介業者の不法行為責任を認め、売主
建業者については、除ੱ期間のܦաにより瑕
疵担保責任、及び不法行為責任を否定した事
例ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ27年４݄８日判ܾ.一部認
容.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ17年５݄、売主̮１ʢඃ告・不動産業
者ʣは、̮２ʢඃ告・建ங会社ʣに建物を施
工させた本件地建物につき、買主 ʢ̭ݪ告・
人ʣと、金7000ສԁ、売主の瑕疵担保責ݸ
任を引し日から２年とした売買契約を締結
し、ಉ年６݄に本件地建物を引したɻ

̭は、ฏ20年７݄、９݄、ฏ21年11݄、
12݄と、本件地建物の排水૧の排水ポンプ
をम理したɻ

ฏ22年７݄、̭は海֎సۈにい、媒介
業者̖等に建物理と賃貸仲介をҕୗしたɻ

ฏ22年10݄、̮３ʢඃ告・借主ଆ媒介業
者ʣは̖より鍵を༬かり本件建物の内ཡを行
ったɻとこΖがͦのऴྃ３̮、ޙが本件建物
の分電൫のブϨʔΧʔをམとしたため、排水
ポンプが࡞動せͣ排水૧の水がҲれることと
なり、ͦの６日ޙ、本件建物の地下室の浸水
事故ʢচ্約80ᶲʣがൃݟされたɻ

̭は、本件地建物の排水૧には瑕疵があ
るとして、̮１に対しては、瑕疵担保責任ຢ
は不法行為責任に基づき、̮２に対しては、
༙水の止水が不े分であることに対する不法
行為責任に基づき、̮３に対しては、分電൫
のブϨʔΧʔをམとし、ͦの結Ռ、浸水事故
をൃ生させた不法行為責任に基づき、室内ิ
म費用及び建物賃料ҳࣦ利ӹ分等の損害賠償
を求める訴ুをఏىしたɻ

これに対し、̮１及び̮２は、排水૧内へ
の༙水浸ೖについては、止水ॲ理をしており
施工不良もないこと、·た、引しにࡍし、
排水૧内に༙水があったこと、ஷཹ水につい
ては、ポンプΞοプํࣜのため電源をઈ対切
らないよ͏に̭に説明し、かつ分電൫の֖の
্にも「ブϨʔΧʔはઈ対にམとさないで下
さいɻ」とࣈで大きく表ࣔし、排水૧から
の浸水事故をະવにぐखஈを͡ߨているこ
と、ͦして、̮３は、本件地建物の排水施
設に関する説明を受けていないҎ্、̮３に
はブϨʔΧʔを止めたら地下室内へ浸水する
とい͏༧ݟՄੑはない、なͲと主ுしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のとおり判ࣔし、̭の主ுをࡋ
一部容認したɻ
１ɽ瑕疵の有無について

本件建物の建ங中、地下水の༙水があった
ことが認められるとこΖ、̮１と̮２は、本
件建物建ங中の༙水はશに止水したと主ு
したが、引しޙ、排水ポンプがฏ20年及

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾍʵ地Լࣨਁਫނࣄʵ

地Լࣨਁਫނࣄʹ͖ͭɺݐٴऀۀࢪͼഉਫϙϯϓのి
ྫࣄҝ͕ೝΊΒΕͨߦの不๏ऀۀΛͬͨିഔհݯ

（౦ژ地判 ฏ2�・�・�  エストϩー・ジϟύン）　中島.功二
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び、21年に立てଓけに故োしていることもซ
せߟえると、このこΖから༙水が排水૧に出
てきたとਪ認でき、排水૧の止水ॲ理はे分
でなかったといΘ͟るをಘͣ瑕疵と認めるɻ
２ɽ瑕疵担保責任の否について

্記１ɽのとおり、本件建物の工事に瑕疵
があったと認められるから、これが「Ӆれた」
瑕疵であれ、̮１に瑕疵担保責任が生͡る
が、̭が本件建物の引しを受けたのはฏ
17年６݄ࠒであるから、本件浸水事故のൃ生
の࣌点ʢฏ22年10݄ࠒʣで、引し２ޙ年
の除ੱ期間がܦաしていると認められ、̮１
に瑕疵担保責任ʢ排水設උの保証ؚΉʣは認
められないɻ
３ɽ֤社不法行為の否について

̮１は建業者でもあるから、通常の調査
を行い、ͦこでѲした瑕疵を買主に説明す
き義務があるといえるが、本件の瑕疵は、
止水が不े分であったとい͏ものであり、
̮１が通常の調査の範囲で認ࣝしえたとは認
めく、̮１には不法行為が立すると·で
は認められないɻ

·た、̮２は、ポンプの電源を止めないよ
͏電൫に「ブϨʔΧʔは、ઈ対にམとさな
いで下さい」とい͏షりࢴをすることによっ
て、結Ռճආ義務をՌたしたと主ுするが、
当該義務をՌたしたといえるためには、排水
ポンプを止水がޮかなくなった࣌に使͏༧定
であること及びͦのために排水ポンプの電源
を切ってはいけないことを施主である̮１や
買主である̭に周知するඞ要があり、本件で
は、্記説明をした事࣮も認められないこと
から、̮２が結Ռճආ義務をՌたしたとはい
えないɻよって、̮２には、浸水事故の瑕疵
について、不法行為が立するɻ

̮３は、̭ から༙水についてฉいておらͣ、
電源を切った場合に༙水が地下室に浸水する
ことは༧ݟできなかったとして、意義務違

反がなかったࢫ主ுするが、̮３がブϨʔΧ
ʔをམとしてポンプの電源を切ったことが本
件浸水事故の直接ݪҼであることも認められ
るから、̮３には、不法行為が立すると認
められるɻ
４ɽ損害ֹについて

Ҏ্により、̭の̮２及び̮３に対する請
求は、

ᶃ内ิम費用の損害　約384ສ༨ԁ
　˞認定ิमからܦ年ྼԽ分２ׂݮ
ᶄ調査費用63ສԁ　˞浸水事故のݪҼ究明
ᶅ水くΈऔり費用　約７ສ༨ԁ
ᶆ建物賃料ҳࣦ利ӹ116ສԁ
　˞賃料29ສԁ�݄ʷ４ϲ݄分と認定
ᶇ交通費　約23ສ༨ԁ
　˞所有者海֎సۈ中につきߤ費ؚΉ
ᶈห࢜ޢ費用　59ສԁ

の計653ສԁ༨のݶにおいて理༝があるか
らこれを認容するɻ

� 　まとΊ

本件は、仲介業者の不意及び排水૧の止
水ॲ理工事の不े分さがݪҼで生͡た地下室
浸水事故の事例であるɻ

物件Ҋ内ऴྃ࣌において、র明等消しれ
止·たは電ؾઅ約のために電源ブϨʔΧ
ʔをམとすことが׳शとしてあるが、رに今
ճのよ͏な排水ポンプや൜ηΩϡϦςΟʔ
がՔಇしているため、Ҋ内࣌にブϨʔΧʔを
མとすことをஅるέʔεもあるɻ賃貸にݶら
ͣ売買Ҋ内࣌においても鍵を貸し出すଆの仲
介業者は、鍵貸出のࡍの相खํに、意事項
がある場合、Ҋ内࣌のޱ಄意だけではなく、
書໘にて意事項を告知することが事故の
止につながるとࢥΘれるɻ特に、٬付仲介業
者の担当者は、Ҋ内࣌のトラブル事例として
にしてきたいɻߟࢀ

（調査研究部調査）
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۠分所有建物内のళฮの賃貸借契約を締結
したのは、貸主が共有部分の看板設置に関し
て虚偽の説明をしたためで、詐欺により契約
を締結させられて損害をඃったとして不法行
為に基づく損害賠償を求めた事Ҋにおいて、
契約は借主が契約書に記載された看板設置に
関する約定をঝ知して締結したもので貸主に
不法行為ʢ詐欺ʣがあったとは͏ݴことはで
きないとして借主の請求を棄却した事例ʢ౦
.訴棄却߇.ฏ28年１݄19日判ܾ.棄却.ࡋ地ژ
Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ26年２݄ࠒ、料理ళを開業するための
貸ళฮを୳していた̭ʢ借主、ݪ告ʣは、Π
ンλʔωοトでళฮ・事務所等の賃貸及び
理等を主な業務とする法人̮ʢ貸主、ඃ告ʣ
を知り、３݄４日、10֊建ての۠分所有建物

ʢҎ下「本件Ϗル」とい͏ɻʣの２֊の１室
ʢ31.67ᶷ、Ҏ下「本物件」とい͏ɻʣを̮の
ै業者̖ʢ訴֎ʣのҊ内で内ݟしたɻなお、
本物件はߕʢ訴֎ʣが所有し、̮が賃借の͏
えస貸する物件であったɻ

内࣌ݟ、本物件には中՚料理ళがೖډし、
本件Ϗル前のา道から２֊に্がる֊ஈԣの
า道に໘した部分に中՚料理ళのՄ動ࣜ置き
看板ʢҎ下「本件看板」とい͏ɻʣが設置さ
れていたɻ

３݄19日、̭と̮は、本物件について、契
約期間をಉ年３݄31日からの２年間、賃料݄
ֹ18ສԁ、理費・共ӹ費等ֹ݄２ສԁ、保

証金50ສԁ、ྱ金36ສԁ等の条件で賃貸借契
約を締結したɻ契約書には「看板の༷書を
事前にఏ出の্賃貸人のঝがなけれ看板
を設置することができない」との約定があっ
たɻ

３݄25日、̭が本物件を࠶内ݟしたࡍ、̖
は、̭に対し、「࿓下は共用部分なので物を
置いたり付けたりする場合はڐՄがඞ要であ
る」ࢫ告͛、·た、看板のσβΠンが出དྷ্
がったらϝʔルで送信するよ͏求めたɻ

４݄８日、̭ は、料理ళをԾΦʔプンしたɻ
４݄12日、̭は、̖に対し、看板等のσβ

Πンをϝʔル送信し、·た、４݄29日にはσ
βΠンのम正版等をϝʔル送信したɻ

４݄30日、̖から業務を引きܧいだ̮のै
業者̗ʢ訴֎ʣは、̭に対し、「ʢ要ࢫʣ看板
の設置場所を教えてもらいたいが、共用部分
なͲ場所によっては設置できない場合もあ
る」と記載したϝʔルを送信したɻ

５݄９日、̭は、本件看板の告表ࣔ部分
を、前ςφントの中՚料理ళのものから、̭
のものにม更したɻ

５݄12日、ߕのސ問と໊る者が本物件を
๚れ、̭に対し、本件看板はࡏݱの設置場所
に置くことができないのでఫڈするよ͏求め
たため、̭は、̖及び̗に対し、本件看板を
の設置場所に置いておくことができるよࡏݱ
͏ૣ期の問解ܾを求めたɻ

５݄26日、̮の会社Եʢ訴֎ʣが、ߕに
対し、本件看板等の設置のਃ請をしたɻ

５݄30日、本件Ϗルの理合は、Եに対

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾎʵڞ༻෦の൘ઃஔʵ

ܖઆ໌ʹΑΓିआِڏ༗෦の൘ઃஔʹؔ͢Δڞ
Λక݁ͤ͞ΒΕͨͱͨ͠ଛഛঈ٫͞غ͕ٻΕͨྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ2�・1・19 エストϩー・ジϟύン）　中村.行夫

076-105_ۛսǻ௵๏ǘȖ07_11.indd   76 2017/03/24   13:25



RETIO.  2017.  4  NO.105

99

し、書໘で「ʢ要ࢫʣ共有部分に物を置くこ
とはې止されており、看板設置には設置Ҏ前
にਃ請してڐՄを受けるඞ要がある」とճ
したɻ

６݄24日、̮は、理合に୰ئ書を差し
ೖれるなͲしたが、本件看板の設置について
正ࣜなڐՄがされることはなかったɻ

７݄９日、̭はళฮをดళୀڈし、７݄18
日には本件物件の鍵を̮にฦؐしたɻ

̭は、̮は本件看板の設置に問があるこ
とをӅして説明せͣ、·た、契約書に定める

「ঝ」をしていなかったのにかかΘらͣঝ
したかのよ͏に͏といった̮の詐欺に基
づいて契約を締結したのだから、̮には不法
行為に基づく損害賠償責任があるとして、賃
貸借契約の費用、Ӧ業損害、ਫ਼ਆత損害ֹ等
として計357ສԁ༨の賠償を求めてఏ訴し、
ซせて、̭ の࿈ଳ保証人ʢ̭のݪ、࠺告ʣも、
ਫ਼ਆత損害として50ສԁの損害賠償を求め
たɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は次のよ͏に判ࣔして、̭の請求をࡋ
棄却したɻなお、̭ は߇訴したが棄却されたɻ
ᾇ　̭は、内࣌ݟに̖から看板を使用するこ
とができるࢫ告͛られたと主ுするが、契約
書に༷書を事前にఏ出した্̮のঝをಘ
なけれならないنࢫ定されていることや、
̖の࠶内࣌ݟの説明や、看板のσβΠンが出
དྷ্がったらϝʔルで送るよ͏求めているこ
とにরらすと、本件看板の使用を֬約したと
はߟえいɻ
ᾈ　̭は、̮が本件看板の設置に問がある
ことを知りながらこれをӅして説明しなかっ
たと主ுするが、̮が契約書のن定Ҏ֎に看
板の設置に関してԿらかの問があると認ࣝ
していたと認めるにりる証ڌはないɻ
ᾉ　̭は、̮が「ঝ」をしていなかったに

もかかΘらͣ、あたかもঝしたかのよ͏に
ったと主ுするが、ঝは༷書を事前に
̮にఏ出することにより受けಘるもので、
༷書のఏ出のない契約締結前の࣌点で、̮に
よる「ঝ」があったと認めることはできな
いɻなお、̭は、契約締結࣌に契約書の内容
をे分に認ࣝしていなかったࢫड़るが、契
約書にॺ໊ԡҹすることにより契約書記載の
内容で契約を締結するࢫの意ࢥ表ࣔをしたも
のと認められ、契約書記載の約定により立
したと認められるɻ
ᾊ　Ҏ্によれ、契約の締結にࡍし、̮に
不法行為ʢ詐欺ʣがあったとい͏ことはでき
ないɻ

� 　まとΊ

ళฮにとって、ళฮ表ࣔや٬ސ༠ಋのため
の看板はӦ業্の重要な要ૉで、特に２֊Ҏ
্でӦ業する場合には、看板設置のՄ否は売
্をࠨӈするものであるɻ

۠分所有建物内のઐ有部分を対とするళ
ฮの賃貸借では、借主が共用部への看板設置
をرすることもଟいとߟえられるので、貸
主·たは媒介業者は、共有部分の使用に関す
る理ن約等の੍約の説明をすることが·
れるが、建物前の公道に設置した看板がଞの
賃借人のӦ業の支োとなるとしてఫڈが໋͡
られた事例ʢ౦ژ地判.ฏ18・６・９.3&5*0.
68�64ʣもあるので説明には意がඞ要であ
るɻ

本ࡋ判では、貸主が看板設置の要件につい
て説明していると認定して、貸主の不法行為
は否定されたが、契約書の約定内容は看板設
置のঝݖ者が理合であることがࣔされ
ていないものであり、約定の表ݱとしては不
े分といΘ͟るをಘないɻ
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Πンλʔωοトൢ売をӦΜでいた借主が、
賃借していた事務所の住所が「振り込め詐欺」
の金員送付先として警察庁等のϗʔϜϖʔδ
に公表されていることが判明し、ಉ事務所か
らୀڈしたɻ借主は、これは「Ӆれた瑕疵」
にあたり、貸主及び仲介業者は説明・告知す
きであったのにこれをଵったなͲと主ு
し、貸主及び仲介業者の瑕疵担保責任、不法
行為ないし࠴務不ཤ行に基づき539ສԁ༨の
損害賠償を求めた事Ҋにおいて、「Ӆれた瑕
疵」があるとは認められͣ、貸主及び仲介業
者の不法行為ないし࠴務不ཤ行もないとし
て、借主の請求が棄却された事例ʢ౦ژ地ࡋ.
ฏ27年９݄１日判ܾ.棄却.判例λΠϜζ
1422号278ทʣ

1 　事案の概要

借主̭ʢݪ告・法人ʣは、̮２ʢඃ告・貸
主ଆ仲介業者ʣ及び̮３ʢඃ告・借主ଆ仲介
業者ʣの仲介によりඃ告̮１ʢඃ告・ݸ人ʣ
から事務所を借りてΠンλʔωοトൢ売等の
事業を行っていたが、売্がಉ所へのҠస前
にൺམͪ込ΜできたとこΖ、ಉ所の住所が
いΘΏる「振り込め詐欺」の金員送付先とし
て警察庁等のϗʔϜϖʔδにおいて公開され
ていたことが判明したʢҎ前のډ住者につい
ての警察からの質問、֎部の者からのใఏ
供で判明ʣɻ̭は、ಉ所での事業ܧଓはࠔ
であると判அし、ฏ25年12݄９日にୀڈし
たɻ̭は、ಉ所が警察庁等のϗʔϜϖʔδの

振り込め詐欺関࿈住所として公開されていた
ことは、ಉ事務所の「Ӆれたる瑕疵」にあた
りʢ૪点１ʣ、·た̭が賃借するか否かの判
அをするに当たり重要な事項であるのに、こ
の調査、説明をଵったʢ૪点２ʣとして、
̮１に対しては瑕疵担保責任·たは不法行為
に基づく損害賠償として、̮２及び̮３に対
しては不法行為·たは࠴務不ཤ行に基づく損
害賠償として、売্ߴのݮগ、信用ᆝ損によ
る損害なͲ࿈ଳして539ສԁ༨の支払いを求
めఏ訴したɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のとおり判ࣔし、̭の請求をࡋ
棄却したɻ
１　૪点１ʢ瑕疵担保責任の否ʣについて

建物賃貸借における建物の「Ӆれた瑕疵」
ʢຽ法570条、559条ʣにはɼ建物に·つΘる
Ҽとする৺理తݪ等をܠతഎ࢙悪すきྺݏ
瑕疵もؚΉと解するのが相当であるが、本件
賃貸借契約が貸室を事務所として使用するた
めの事業用賃貸借契約であり、ͦの主たる
తが事業収ӹの֫ಘにあることにরらせ、
本件事務所に৺理త瑕疵があるといえるため
には、賃借人において୯にநత・؍೦తに
本件事務所の使用ܧଓにݏ悪ײ、不҆ײ等が
あるとい͏だけではりͣ、当該ݏ悪ײ等が
事業収ӹݮগや信用ᆝ損等の۩体తੑݥةに
基づくものであり、通常の事業者であれ本
件建物の利用を差し߇えると認められること

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾏʵआओʹର͢Δઆ໌ٛʵ

ିआࣄॴのॅॴ͕ʮৼΓࠐΊٗʯのۚһૹઌͱͯ͠ܯி
の)1ʹެ։͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕໌ͨ͠߹ʹ͓͚Δɺିओٴ
ͼհऀۀのᘥᙪ୲อɺ不๏ߦҝ͕൱ఆ͞Εͨྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ2�・9・1  判例λΠϜζ1�22-2��）　笹谷.直生
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がඞ要であると解するのが相当であるɻ
本件では、ᶃ本件事務所に関࿈する振り込

め詐欺については、ςϨϏ、新ฉなͲでใ道
されたと認めるにる証ڌはなく、警察庁の
ϗʔϜϖʔδ等を֬認しなけれ本件事務所
に関࿈して詐欺൜ࡑがあったと認ࣝすること
はۃめてࠔであったと解されること、ᶄ警
察庁のϗʔϜϖʔδ等において振り込め詐欺
関࿈住所が公表されている事࣮はඞͣしも一
ൠに周知されているとはいえͣ、Πンλʔω
οトൢ売事業をӦΈΠンλʔωοト্のใ
に相当ఔਫ਼通しているとߟえられる̭もこ
の事࣮を知らͣ、警察庁のϗʔϜϖʔδ等を
֬認することなく本件賃貸借契約を締結して
いること、ᶅ本件事務所については、̭ୀڈ
に͏ݪঢ়ճ෮工事のऴྃ１、ޙか݄༨りで
新たな賃借人がܾ·っているが、ͦの賃料は
本件賃貸借契約のֹ݄賃料より1000ԁߴく、
·た、ͦの賃貸借契約締結のࡍには本件住所
が振り込め詐欺関࿈住所としてωοト্に出
ճっていたことなͲが重要事項として説明さ
れていることなͲの֤事࣮が認められるので
あって、本件住所が振り込め詐欺関࿈住所と
して警察庁により公表されていたとい͏事࣮
は、ݪ告の事業収ӹݮগや信用ᆝ損に۩体త
なӨڹを及΅すものとは認められͣ、·た、
通常の事業者であれ本件事務所の利用を差
し߇えると·ではいえないものと解されるɻ
ͦして̭は、売্ܹݮを主ுするが、売্ߴ
のਪҠは、振り込め詐欺関࿈住所とのҼՌ関
がしいことをࣔすものであるɻ

Ҏ্によれ、本件事務所にӅれた瑕疵が
あると認めることはできͣ、૪点１に関する
̭の主ுには理༝がないɻ
２　૪点２ʢ不法行為ないし࠴務不ཤ行の

否ʣについて
̮１・̮２・̮３ら３໊が、本件賃貸借契

約締結࣌に本件住所が振り込め詐欺関࿈住所

としてΠンλʔωοト্に公開されていたと
い͏事࣮を知っていたと認めるにる証ڌは
ないɻ·た、事業用事務所の賃貸借契約の締
結にあたり、特ஈの事がないݶり、当該事
務所の賃貸人及び仲介業者において、当該賃
貸物件につきաڈに൜ࡑに使用されたことが
ないか調査・֬認すき義務があるとは認め
られないɻなお、̭において本件事務所の賃
貸తが「Ҡస先を本ళ所ࡏ地として会社の
信用を૿すためであるɻ」ࢫを̮１・̮２・
̮３ら３໊に告͛ていたと認めるにるత֬
な証ڌはないɻ

Ҏ্によれ、̮１・̮２・̮３ら３໊が
不法行為責任ないし࠴務不ཤ行責任をෛ͏と
認めることはできͣ、૪点２に関する̭の主
ுにも理༝がないɻ

� 　まとΊ

Πンλʔωοトのී及によりใ源がଟ༷
Խし、不動産仲介業者が、賃貸借や売買の媒
介に当たり、説明すきใか否かの判அが
容қでない場合が૿Ճしているよ͏にݟ受け
られるɻ借主の意ܾࢥ定にる判அにӨڹが
及Ϳ事項については、トラブルをආける؍点
から、特ஈの事がないݶり、調査・֬認す
き義務があるとは認められないใであっ
ても知っていれ、説明しておくきとࢥΘ
れるɻ

賃借Ϗルの借主がࢲ書ശ業をӦΜでいたと
こΖ、ͦの一部の利用者が当該ࢲ書ശを振り
込め詐欺の送金先として利用していたこと
が、賃貸借契約্の用法違反及び無࠵告解除
理༝にあたるとされた事例ʢ౦ژ地判　ฏ
27・10・15.Τεトϩʔ・δϟύンʣもあ
るので、あΘせてߟࢀとしていただきたいɻ

（調査研究部調査）
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Ϛンγϣン一室の賃貸借契約につき、貸主
が鍵をऔସえた行為が自力救済にあたり、鍵
交換Ҏ߱賃借人は賃料支払義務をෛΘないと
して、賃料保証会社が借主のະ払賃料の保証
ཤ行をڋઈした事Ҋにおいて、ಉ行為は警察
の要請により行Θれたものであり、かつ賃借
人がいつでも使用できるよ͏ྀされている
ことから、自力救済には当たらないとして、
貸主の保証࠴務ཤ行請求を認めた事例ʢ౦ژ
地ࡋ.ฏ26年11݄27日判ܾ.棄却.Τεトϩ
ʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

賃借人̖ʢ訴֎ʣは、ฏ23年５݄、Ϛン
γϣン111号室所有者との間で、ᶃ賃貸期間
２年間、ᶄ賃料等ֹ݄170200ԁの約定で賃
貸借契約を締結すると共に、賃料等支払࠴務
についてՈ賃保証会社̮ʢඃ告ʣとの間で保
証ҕୗ契約を締結したɻͦのޙ、ฏ25年３
݄、̭ʢݪ告ʣは本物件をऔಘし、賃貸人た
る地Ґならびに本件保証契約্の地Ґをঝܧ
したɻ·た、̭は理会社に本物件の理を
ҕୗしたɻ

理会社は、̖に対して理会社及び賃料
振込先ม更の࿈བྷをしたが、࿈བྷがとれͣ、
賃料の支払もなかったことから̮に対して保
証࠴務のཤ行を求め支払を受けていたɻ

ͦのޙ、ฏ25年10݄ࠒに理会社は̮か
ら本物件の明訴ুఏىの࿈བྷを受け、̖が
音信不通の··３Χ݄ܦաしたことから、本
物件内で̖がࢮしているՄੑをٙい、警

察に相談した্で警察官立会いの下開錠して
本物件内に立ͪೖることとしたɻこれについ
てՈ賃保証会社̮はԿらҟٞをड़なかっ
たɻ

ฏ25年10݄18日、理会社が警察官立会
いの下、本物件を๚問するもԠがなかった
ことから、開錠して立ͪೖったとこΖ、中に
̗なるஉੑがԣになっており、̗は、̖とは
無関の̘なる人物から鍵を借りたとड़、
ଞ人໊義の察݊を所࣋していたり、ݰ関に
༷ʑなαΠζのۺがෳあるঢ়گであったこ
とから、鍵がίϐʔされて不特定ଟの人物
が出ೖりしているՄੑがߴいとして、証ڌ
を保શするため今の鍵で出ೖりできないよ͏
にするા置をとることを警察官がࣔࢦしたɻ

このࣔࢦに基づき̭ฒびに理会社は、鍵
を交換し、「̡ 重要ʳ不৹者および鍵交換につ
いて」とする、下記記載のҊ内文書をݰ関
൶ԣにష付すると共に、̮にͦのܦաについ
てใ告したɻ
「室内についてはߥらされた༷子は࠲ޚい

·せΜでしたが、不正に鍵のίϐʔを行い不
特定ଟの不৹者が出ೖりしているՄੑが
ある為、二次ඃ害止および証ڌ保શの為、
ೖ室੍ݶをするඞ要があり、警察ॺからのࢦ
ࣔのもと、鍵交換を行い·したɻ新しい鍵は
地から͝࿈བྷけれすぐにおししてೖݱ
室が出དྷるよ͏用意してあり·すɻこͪらを
͝ཡになり·したら、下記࿈བྷ先·で͝࿈བྷ
下さいɻ」

̮はಉ年11݄11日、理会社に対して本物

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾐʵަݤʹΑΔࣗྗߦࡁٹҝʵ

ΛަݤのཁʹΑΓܯձ͍のԼͰ։ৣ͠ɺཱܯ
ྫࣄͨΒͳ͍ͱ͞Εͨʹࡁٹҝ͕ࣗྗߦͨ͠

（౦ژ地判 ฏ26・11・2� エストϩー・ジϟύン）　西崎.哲太郎
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件の鍵を交換した日の前日をもって保証契約
を解除する為、Ҏ߱の賃料を保証しないࢫ通
知し、ಉ年10݄19日Ҏ߱の保証࠴務ཤ行をڋ
Μだため、ͦの支払を求めて̭がఏ訴したɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、Ҏ下の૪点について次のとおりࡋ
判ࣔし、̭の請求を認容したɻ
ᾇ　賃料等支払࠴務ʢ主࠴務ʣのଘ否

̮は、賃貸人が賃貸త物を賃借人に使
用・収ӹさせることを害・ڋ否した場合、
賃借人は賃貸人に対して賃料支払࠴務をෛΘ
ないので、̮も保証࠴務をෛΘないと主ுす
るが、Կらかの違法行為があると認ࣝした警
察官のࣔࠦを受けてݱ場保ଘの為に交換した
ものであり、ͦして、̖は容қに本物件を使
用収ӹすることがՄなঢ়گにあったものと
いえるから、本件の事࣮関においては̭の
行為が違法な自力救済に当たるとはいえな
いɻ
ᾈ　本件保証契約のऴྃの有無

̮は、̭が̮にԿら事前の࿈བྷをせͣに違
法な鍵の交換行為に及Μだものであり、̭̮
間の信པ関はഁյされたとして、̮の解約
通知により本件保証契約はऴྃしたと主ுす
るが、本物件への立ͪೖりに先立って̭から
࿈བྷを受けたࡍにもҟٞをड़たことはな
く、̭は鍵の交換ܦҢについてもなくใ
告をしており、本件保証契約্の信པ関が
ഁյされたものとはいえないɻ
ᾉ　本件保証契約に基づく免責の有無

̮は、本件保証契約条項では「ඇ常事ଶの
ൃ生により本物件の通常の使用が不となっ
た場合」に保証࠴務を免れると主ுするが、
これは不Մ߅力ຢはこれに४ͣるよ͏な༧ݟ
不Մな事による場合をい͏ものと解され
るとこΖ、本件認定事࣮によれ賃借人であ
る̖が̘なる人物ຢはୈࡾ者に対して本物件

の鍵を交付したことがਪ認でき、本物件の通
常の使用が不Մとなったԑ༝は、不Մ߅力
ຢは༧ݟՄな事によるものとはいえない
から、ಉ条項の適用はないとい͏きであるɻ

Ҏ্により、̮は̭に対し、本件保証契約
に基づき、̖が̭に対してෛ͏賃料等࠴務の
務および࠴金58ສ6929ԁについての保証
Ԇ損害金を支払͏義務をෛ͏ɻ

� 　まとΊ

自力救済は、ݪଇとして法のې止するとこ
Ζであって、法の定めるखଓきによったの
では、ݖ利に対する違法な৵害に対߅してݱ
ঢ়をҡ࣋することが不Մもしくはஶしくࠔ
であると認められるٸۓやΉをಘない特ผ
の事がଘする場合においてのΈ、ͦのඞ要
のݶをえない範囲内で、例֎తにڐされ
るにとͲ·るものとされているɻʢࡾ࠷判.ত
40・12・７.ত38ʢΦʣ1236ʣ

賃貸人や理会社にとって、Ո賃をೲし
た··行ํ不明となっている賃借人への対Ԡ
にはྀۤするとこΖだが、賃借人に࠴務不ཤ
行があるとしても、ঝもなく貸室に৵ೖす
る、貸室の鍵を交換し賃借人の使用を不Մ
とする、ୀڈをଅすுりࢴをするなͲの行為
は、違法な行為として、賃貸人は賃借人に対
し損害賠償責任をෛ͏こととなるʢ大ࡕ地判.
ฏ25・10・17.3&5*096�130ଞʣɻ

本件のよ͏に、「ٸۓやΉをಘない特ผの
事」がଘする場合であったとしても、賃貸
人らが不法行為責任を問Θれることのないよ
͏、警察官の立会いを求めͦのࣔࢦにै͏、
ห࢜ޢに対ॲ策を相談する等の৻重な対Ԡが
ඞ要となることにཹ意されたいɻ

（調査研究部調査）
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